
ハウス・デポ【MIX】は、ハウス・デポ【フラット３５】をご利用される方を
対象とした変動金利型住宅ローンです。

商品概要（抜粋）
一般団信あり　※団信未加入時も同条件となります。商品タイプ
基準金利＋2.55%（年率）　※実質年率 15.00％以内貸付利率

基準金利

融資手数料

資金使途

融資金額×2.20％（税込）　※最低融資手数料33,000円（税込）

一般社団法人全国銀行協会における日本円TIBORレート（１MONTH ）
※借入後の適用利率は、4月 1日・10月 1日の当社基準金利に基づいて、
年2回 (6月、12月の約定返済日の翌日）より適用利率を見直しいたします

ご融資金額は「ハウス・デポ【フラット３５】」と合わせ最高８,０００万円

ご返済期間は最長３５年間

団体信用生命保険付き

土地購入資金、住宅建設資金・購入資金と合わせて諸費用も借入可能

お申込みは【フラット３５】と同時に手続き可能

新築住宅建設資金、新築・中古住宅購入資金

※【フラット３５】と借入期間が異なっても可

※ご加入に関しては別途、生保会社の審査がございます。
※健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険にご加入されない場合もご利用可。

※【フラット５０】との併用可

2.90％最新金利は
弊社HPで

ご確認ください
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ハウス・デポ【MIX】

以下の条件を満たすことのできる個人のお客様。
・ハウス・デポ【フラット３５ 】、またはハウス・デポ【フラット５０】にお申込みいただき、
住宅金融支援機構の買取仮承認を取得した方。
前年税込み年収に占める、この住宅ローンを含めたすべての借入金の年間返済額の割合が
次の基準以下であること。
　・年収　　400 万円未満　　30％以下　　・年収　　400 万円以上　　35％以下
・戸建住宅の場合：70 ㎡以上
・共同住宅 (マンションなど）の場合：専有面積 30 ㎡以上
・住宅の耐久性などについて、住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅で、検査
機関による物件検査に合格したもの。

【融資対象外となるもの】　保留地
・お申込人本人またはご親族がお住まいになる新築住宅建設資金、新築･中古住宅購入資金。
・セカンドハウスの建設または購入資金。
10 万円以上かつハウス・デポ【フラット３５】とあわせて、8,000 万円以下（1 万円単位）で、
建設費または購入価格の 100％以内。

一般社団法人全国銀行協会における日本円 TIBOR レート（１MONTH ）
※借入後の適用利率は、4 月 1 日・10 月 1 日の当社基準金利に基づいて年 2 回 (6 月、12
月の約定返済日の翌日）より適用利率を見直しいたします。
・当社基準金利 +2.55％ （年率）　　・実質年率 15.00％以内

当社所定（三井住友海上あいおい生命保険株式会社）の団体信用生命保険にご加入いただ
けます。加入区分によってお借入金利（貸付利率）が異なり、一般団信ありの貸付利率に、
三大疾病付団信は +0.20％、夫婦連生団信は +0.35％上乗せとなります。
・元利均等返済毎月払いのみ。　（元金均等はご利用頂けません。）
・ボーナス返済はご利用いただけません。
・毎月のお支払いは、お客様指定の預金口座から自動引落させていただきます。
・遅延損害金　14.5％

ご返済が終了するまでの間、お借入の対象となる住宅に火災保険を付けていただきます。 
※火災保険はお客様のご負担となります。

不要

融資金額 ×2.20％（税込）　最低融資手数料 33,000 円（税込 )
・全額繰上返済（手数料：33,000 円（税込））
・一部繰上返済（手数料無料）※返済額は 30 万円以上 1 万円単位（返済期間短縮のみ）
当社所定の審査があり、ご希望に添えない場合がございますので、ご了承ください。

当社を抵当権者とする第 2 順位抵当権を設定させていただきます。

◆以下の変動金利ルールを適用されます◆
・5 年ルール     （お借入後 5 回目の 10 月 1 日を基準日とする借入金利の見直しを行い、新
借入金利が適用されるまで返済額は一定のままとします。この期間中、借入金利に変更が
あった場合も返済額は一定のままとし、「元金」と「利息」の金額内訳が変更となります。
以降 5 年ごとに返済額の見直しを行います。）
・125％ルール（見直し後の返済額が、前回の 125％を超えることはありません。）
・金利情勢などにより、最終返済期日が到来しても未返済残高が残る可能性があります。
この場合は、原則として最終返済期日に全額返済をしていただきます。

9. お借入期間
次の①または②のいずれか短い年数（1 年単位）　※返済回数 120 ～ 420 回
①15 年（申込みご本人または連帯債務者が満 60 歳以上の場合は 10 年）以上 35 年以下
②「80 歳」－「申込時の年齢（1 歳未満は切り上げ）」


